
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
任意保険 24時間連絡先 

 
保険会社名 
           保険 

 
事故受付電話番号 
0120-（         ） 

 
ロードサービス電話番号 
0120-（         ） 

 
自車のナンバー 

                   
 
任意保険証券番号 

                 
          

-1-       

     
事故が発生したら 

 
 

      
警察へ連絡 

 
負傷者の応急処置等を済ませ救急車 
などの要請が済んだら、今度は事故 
の発生を警察に連絡します。 
負傷の程度や車の破損状況が軽微で、 
連絡の必要がないと思っても、何ら 
かの金銭的なやり取りが発生する場 
合、必ず警察に事故の届けを出して 
ください。免許の累積点数等の関係 
から、警察への連絡を嫌がる加害者 
がいますが、自動車保険を使用する 
場合、事故証明が必要となります。 
自腹で支払うといっていても、いざ 
支払いという段階で態度が急変する 
加害者もいますので要注意です。 
交番や派出所でも届出はできます。     
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任意保険へ連絡 

 
事故で気が動転してしまい、何をして 
良いのか分からない場合、任意保険会 
社の 24時間事故受付センターに電話 
して、アドバイスを受けるという法方 
もあります。いずれにせよ事故による 
何らかの損害が発生している場合は、 
加害者・被害者に関係なく保険会社へ 
連絡します。そこで適切な指示を受け 
ておけば、その後の処理が円滑に進み 
ます。 

目撃者の確保 
信号無視が原因の事故など、後から争 
いになりそうな場合、極力目撃者の連 
絡先を聞き協力を要請しておきます。 
後日探すことは非常に困難です。 

-6- 

 
負傷者救護 

 
速やかに安全を確保したら、負傷 
者がいる場合、怪我の程度に応じ 
必要であれば救急車を要請します。 
119番通報し、次の順序で落ち着 
いて正確に情報を伝えることが必 
要です。 
① 正確な事故発生場所 
② 火災の有無 
③ 負傷者の人数 
④ 負傷の程度は具体的に 
例、出血の程度・意識の有無 
    呼吸停止など 
他にも、負傷者が車体に挟まれ 
ているなど、具体的な情報を詳 
しく伝えることが重要です。 
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  もしもの時に役立つ 
 

「交通事故 ミニ知識」 
 

救急 119 
警察 110 

 
 
究極の交通事故損害賠償完全マニュアル 
  http :// jiko－zero.info / g. html 
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車載 必需品 

 
* 鉛筆 orシャープペンシル 
ボールペン等は熱に弱いので  

* 白チョーク 
 車を移動する場合 位置関係を 
道路上に記録しておくため 

二次的事故の回避 

負傷者救護（119） 

警察へ連絡（110） 

任意保険へ連絡 

目撃者の確保 
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事故現場の安全確保     

  交通事故が発生したら慌てない！ 
 
交通事故が起きるとほとんどの人は、 
気が動転して何をして良いか分から 
なくなってしまします。とにかく冷 
静になり、現場の危険の有無を確認 
します。突然事故車両が道路をふさ 
いでしまうと、後続車がぶつかって 
くる可能性もあります。特に高速道 
路や国道は危険です。直ちに発炎筒、 
フラッシュライトや赤旗等で後続 
車両に事故発生を知らせ二次的事故 
の発生を回避します。 
くれぐれも自分が轢かれないよう 
注意することも重要です。 
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事故処理が終わったら 

 
事故処理が終わったら、お互いに怪我 
がない場合、相手の連絡先・相手の保 
険会社と担当者の連絡先をメモして下 
さい。被害者の場合は、加害者の免許 
証番号・車のナンバーも記録します。 
物損で双方に過失がある場合、お互い 
が加入している保険会社間で過失割合 
によって修理費用を分担します。後日、 
自分の加入する保険会社より、事故相 
手の保険会社と担当者を聞かれます。 
問い合わせ時に相手の任意保険会社の 
情報を正確に伝えることで、事務処理 
が早く終わります。前頁でも説明しま 
したが、お互いに過失等発生する場合 
は、目撃者の証言が重要になります。 
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追突事故の注意点 

   
平成 16年の統計によれば、交通事故 
の 6割以上は追突事故です。事故の形
態は、軽微なものから死亡事故まで

様々ですが、物損のみあるいは軽度の

怪我（ムチ打ち）で大半を占めていま

す。事故件数が多いため、様々なトラ

ブルも発生しています。その中から代

表的な例を挙げて、注意点と対処法を

解説します。自動車大国日本では、様々

な人が車に乗っています。事故後、相

手はどのような人か、直ぐには分かり

ませんので、不用意な言動は要注意で

す。後に、不用意な言動から、事態が

複雑になり、解決が長引く可能性があ

ります。 
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加害者になった場合 Ｑ＆Ａ 

 
Ｑ：交差点で停車中の前車にほんのわ 
ずか「こつんと」当ててしまいました。 
バンパーに傷もないのに、修理代とし 
て 2万円その場で請求されました。 
キズは見た目では分かりません。 
Ａ：相手が拒否しても直ちに110番し 
て警察にきてもらい、事故届けをしま 
す。その後すぐ自分の加入している任 
意保険会社に連絡し、後のことは全て 
保険会社に任せます。 
解説：すぐに修理代を請求するような 
相手は、かなり事故慣れしているので 
要注意です。相手のペースに巻き込ま 
れないようにして下さい。警察に届け 
ないと後々面倒になる可能性が大です。     
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現場での示談は要注意！ 

 
車両のみの軽微な損害では、その場で 
示談したがる加害者がいますが、即時 
の回答は避け、後日改めて正式に示談 
した方が、色々な意味で安全です。世 
の中には、頻繁に小さな事故を繰り返 
し事故慣れしている人がいます。相手 
が交通事故処理に不慣れな素人だと見 
ると、詐欺まがいの行為をすることも 
あり注意が必要です。又、事故時は体 
に異常が無くても、後から痛みが出る 
ことが考えられますので、その場での 
示談は大変危険です！軽微な事故でも 
警察に届けることが大切です。又、後 
日通院すことになった場合は、直ちに 
人身事故に変更することが出来ます。  
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  Ｑ：追突された時点では、体に異常が

なかったので、物損事故の届けを出し

た。事故から3日後、首に強い痛みが
出たので病院に行ったが、事故当日診

察を受けていないので、事故との因果

関係は分からないと、医師に言われた。 
  Ａ：頚椎捻挫の場合は、1～7日ぐらい 
の間に症状が出るとされています。今

回の場合物損事故の届けが出てますの

で、頚椎捻挫の診断書を医師に書いて

もらい、相手の保険会社に連絡します。 
解説：この場合、医師に事故と捻挫の 
因果関係を証明してもらう必要はあり

ません。もし疑わしい場合は、自賠責

調査事務所が独自に調査し、治療の是

非を判断します。特殊な事情がない限

り、事故による治療で問題ありません。 
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事故相手の情報 （1） 

 
  
名前               

 
  住所               
 
                   
 
  連絡先電話番号 
 
  自宅    ―（   ）（    ） 
 
 勤め先   －（   ）（    ） 
（学校など）    

 
 
         -14- 

 
被害者になった場合 Ｑ＆Ａ 

 
Ｑ：追突されたが、相手が修理代を払 
うと言ったので、連絡先を聞いて別れ 
た。修理代を請求したが、払ってもら 
えず連絡も取れない。どうすればよい 
か？ 
Ａ：事故日、時間、場所、相手車のナ 
ンバー、連絡先、修理する前の車の破 
損を証明する写真を持って、事故現場 
所轄の警察へ事故届けを出します。そ 
こで警察官の指示に従います。 
解説：事故から日にちが経過している 
場合は、警察も何かと受け付けたがら 
ないと言う話も聞きます。本来は、届 
ける義務があるのですが、権利もあり 
ますので、しっかり届けてください。 
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Ｑ：追突した相手が、修理代だけ払 
ってくれればよいと言っていたので、 
警察には届けなかった。2日後首が 
痛いので治療費を払ってくれと言っ 
てきたので、任意保険会社に電話し 
た所、事故の届けがないから無理と 
言われた。 
Ａ：相手の診断書の有無を確認後、 
直ちに事故の発生した場所を管轄す 
る警察へ人身事故の届けを出し、保 
険会社へ人身事故の対応を要請しま 
す。本来は保険会社が事故の届けを 
するよう指示すべきです。 
解説：事故届けは後からでも出来ま 
すが、原則として当事者2人が警察 
へ行くことになっています。 
保険会社が代行することもあります。 
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著作権上個人で使用する以外製作者の許可を得ず 
に無断で複写、複製、転載、データファイル化 
することは禁じられています。 
制作責任者者 Shizuo Akagawa 

問い合わせ先 nfo@jiko-zero.info 
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事故相手の情報 （2） 
 

 
ナンバー     －   －    

 
免許証番号 
                   
 
相手方加入任意保険情報 

 
 保険会社名          保険 
 
 支店名            支店 
  
担当者名           
 
℡     －（   ）（    ） 
         

-15- 

1 2 

5 

3 

6 7 8 

4 

① 

② 

山 折 

本冊子の上手な作り方 

I. ①を山折してから、カッター等で切断して下さい。 

II. ②を山折して先ほどと同じように切断して下さい。 

III. それぞれを字の書かれている面を上にして山折して下さい。 

IV. ページ番号順に重ねてホチキスで閉じてください。 

   ご注意 ホチキスで閉じる際は、端から 3～5ｍｍ前後が 

   最適になるように作っています。 
 

お手数おかけして申し訳ございません 


